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蘭越町再生可能エネルギー導入推進計画（以下「本計画」という。）は、太陽光、バイオマス、

地中熱、風力、地熱などといった本町の豊かな自然資源を有効活用し、地域でエネルギーを創り、

これを地域で分かち合うことで、地球温暖化対策と地域課題の解決・地域活性化の両立を図るこ

とを目的としており、第 6 次蘭越町総合計画に掲げる「奥ニセコの緑と穏和と自立のまち“蘭越”」

の実現に貢献するものです。 

しかしながら近年、本町が目指すまちづくりの大前提として必要な「地球の安定性の維持」が

危機的な状況となりつつあります。 

1950 年代に始まった我が国の高度経済成⾧は、私たちに多くの豊かさだけでなく、大量消費・

大量廃棄による社会環境への様々な負の影響をもたらしました。こうした我が国の高度経済成⾧

は、すでに過去の経験となっていますが、地球全体に視野を広げた場合、まさに 1950 年を境に現

在に至るまで、人類全体で大量消費・大量廃棄の傾向が加速しています。これは「グレート・ア

クセラレーション」1と呼ばれ、気候変動、生物多様性の損失など、現在、地球規模での深刻な環

境問題を引き起こしています（図 1 参照）。 

こうした状況の改善に寄与すべく、本計画では、Think Globally、Act Locally（地球規模で考え、

地域で行動する）の言葉のとおり、本町と地球の密接な関係のもと、地域の多様な自然環境に配

慮した再生可能エネルギーの導入を推進し、エネルギーの地産地消を図ることで、持続可能な蘭

越町の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1  グレート・アクセラレーションの例（社会経済システム、地球システム）1 
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2009 年に国際的な科学者グループによって提唱された「プラネタリーバウンダリー（地球の限

界）」という概念においては、「安定した地球で人類が安全に活動できる範囲」を、表 1 の９つの

最重要項目に基づき、定量的に評価しています。これは前頁で述べたグレート・アクセラレーシ

ョンの動きと大きく関係しています。このプラネタリーバウンダリーの概念は広く世界に波及し、

我が国においても令和 5 年版環境・循環型社会・生物多様性白書（環境省）の第 1 章の第 1 節に

紹介されています。 
表 1 プラネタリーバウンダリー（地球の限界）を評価するための 9 つの最重要項目2,3 

① 気候変動 

② 成層圏オゾン層の破壊 

③ 海洋酸性化 

④ 窒素・リンによる汚染 

⑤ 生物多様性の損失 

⑥ 淡水の変化 

⑦ 土地利用の変化 

⑧ 化学物質汚染 

⑨ 大気汚染・エアロゾル負荷 

 地球システム全体にトップダ

ウンに影響する（ビッグスリー

と呼ばれる） 

 地域レベルのプロセスに関連

し、ボトム・アップに地球シス

テムの回復力を支える 

 人間の健康と地球システム

に危険であり、多数のプロセ

スが複雑に関連する 

 

2023 年に発表された最新の研究成果（図 2 参照）3 では、９つの項目のうち、既に 6 つの項目

（①気候変動、④窒素・リンによる汚染、⑤生物多様性の損失、⑥淡水の変化、⑦土地利用の変

化、⑧化学物質汚染）において、地球の限界を超えていることが明らかになっています。 

プラネタリーバウンダリーの内側で持続可能な豊かさを追求するためには、再生可能エネルギ

ーの導入推進による脱炭素化社会の実現が、喫緊の課題の一つとされています。本計画を進めて

いくことにより、本町だけでなく、地球規模の課題解決につながることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2  プラネタリーバウンダリー（2023 年評価結果）3 
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プラネタリーバウンダリーの 9 つの項目において、再生可能エネルギー導入により期待される

効果の例、及び導入推進にあたって配慮が必要な事項の例を、様々な資料に基づき、図 3 に整理

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図 3  再生可能エネルギー導入によるプラネタリーバウンダリーへの影響 

 

再生可能エネルギーの導入を推進し、化石燃料消費を削減することで、プラネタリーバウンダ

リーの 9 つの項目のうち、以下の 8 つの項目の改善に貢献することが見込まれます。 

① 気候変動:CO2 の排出削減により気候変動を緩和 2,4,5,6 

③ 海洋酸性化:大気中 CO2 濃度の上昇を抑制し、海洋の CO2 吸収量削減に寄与 2,4,5,6 

④ 窒素・リンによる汚染:化石燃料燃焼量を削減し、窒素酸化物の発生を抑制 4,5,7,8 

⑤ 生物多様性の損失:化石燃料の採掘から消費に至るライフサイクルにおいて生じる土地利用改変や気

候変動などの影響を抑制し、生物多様性の保全に寄与 2,4,8,9 

⑥ 淡水の変化:火力発電などには大量の取水とある程度の水消費を伴うが、太陽光・風力発電などには

殆ど水を必要としない 5,10 

⑦ 土地利用の変化:化石燃料採掘時の森林伐採などの土地利用変化を抑制 4,9 

⑧ 化学物質汚染:化石燃料の採掘や燃焼などに伴う化学物質汚染を抑制 4,9,11 

⑨ 大気汚染・エアロゾル負荷:化石燃料燃焼量を削減し、大気汚染・エアロゾル負荷を抑制 4,6 

一方、エネルギー作物の生産を促進する場合、施肥の増加に伴う窒素・リンによる汚染、水利

用の増加による淡水の変化、農地拡大による土地利用の変化などの負の影響が想定されます 4。ま

た、再生可能エネルギー利用設備の設置の際には、様々な環境影響への配慮が必要です12,13。 

以上のことから、本町では、地域の多様な自然環境に配慮した再生可能エネルギーの導入を推

進します。  
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2009 年にプラネタリーバウンダリーの概

念が提唱されたのち、2012 年に英国の経済

学者であるケイト・ラワース氏により、「ド

ーナツ経済」という新たな概念が創出されま

した（図 4 参照）14。 

図中の緑色の部分がドーナツ、つまり人類

にとって安全かつ公平な空間を表していま

す。「環境的な天井（＝プラネタリーバウン

ダリー）」を超えるような環境負荷を抑制し、

水、食料、エネルギーなどといった人々が生

活するうえで必要不可欠な 12 の要素を満た

した「社会的な床（基盤）＝ソーシャルバウ

ンダリー」の上で、包括的で持続可能な経済

開発を行うことの重要性が示されています。 

 本町は、深刻な人口減少に直面しており

（図 5 参照）、このままではドーナツ経済の「社会的な床（基盤）」の維持が困難な状況となりつ

つあります。このため 2021 年 2 月策定の第 6 次蘭越町総合計画に基づき、人口減少をはじめと

する様々な課題を SDGs との調和を図りながら克服し、ドーナツの内側の全ての要素を充実させ

ることで、将来にわたって永続できる地域づくりに取り組んでいます。 

 

図 5  本町の人口の推移15 
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図 4  ドーナツ経済の概念図 14 
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本計画は、図 6 のとおり、再生可能エネルギー導入推進の観点から、この取組を後押しするも

のです。本町において再生可能エネルギーの導入を推進することによって、関連する地域産業が

発展し、新たな雇用創出、所得向上などが期待できます。また、本町では、電気及び化石燃料の

購入により、これまで約 6 億円が電気や燃料の購入に支払っている代金（エネルギー代金）とし

て域外に流出（図 7 参照）16していましたが、エネルギーの地産地消によってこの流出を抑制し、

浮いた所得を例えば域内の教育、福祉の充実などに配分することで、より暮らしやすいまちづく

りが可能となります。さらに、地域分散型電源の充実により、災害時の電源確保を実現すること

で、本町のレジリエンス強化や町民の安心・安全の確保につながります。 

このため本計画は、本町におけるドーナツ経済の実践に深く関係しているといえます。 

 

図 6  再生可能エネルギー導入による持続可能なまちづくりへの貢献 

 

図 7  本町の所得循環構造（2018 年）16 
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プラネタリーバウンダリーとドーナツ経済の概念から、本町にとって安全かつ公平な空間は、

「奥ニセコの緑と穏和と自立のまち“蘭越”」を意味します（図 8 参照）。 

ここでは本計画の位置づけを、上位計画や関連計画との関係性から次のように整理します。 

【環境的な天井を超えるような環境負荷を抑制】 

 蘭越町環境基本計画は、本町の豊かな自然環境の保全を、蘭越町地球温暖化対策実行計画

は、気候変動リスクの抑制を中心とした取組を推進するものです。 

 本計画では、より現実的なロードマップに基づき再生可能エネルギーの導入を加速させ、

上記計画に貢献するとともに、環境的な天井の内側での持続可能な社会形成を目指します。 

【社会的な床（基盤）を充実・強化】 

 第 6 次蘭越町総合計画をはじめ、蘭越町まち・ひと・しごと創生人口ビジョンや蘭越町過

疎地域持続的発展市町村計画などでは、本町の社会的な床（基盤）を充実させるための包

括的な施策を展開しています。また、蘭越町再生可能エネルギー推進基本計画や蘭越町地

域新エネルギービジョンは、地域の産業振興と気候変動リスク抑制に寄与するものです。 

 本計画では上記計画との効果的連携のもと、より地域課題の解決・地域活性化に資する再

生可能エネルギー導入施策を推進し、本町の更なる社会的な床（基盤）の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 8  計画の位置付け 

 

本計画では、2050 年の目標を前提として、2030 年度を含めた中間地点の目標も掲げます。な

お、本計画は、関係法令・条例の制定・改廃や、国、北海道の計画改定などといった地球温暖化対

策に関する社会情勢の変化に応じて必要な見直しを行うこととします。 

また、本計画の対象区域は本町全域とします。  
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本町の地図を図 9 に示します。本町は後志管内の南西部に位置し、周囲をニセコ連峰などの山

岳に囲まれた盆地を形成しており、町の中央を道南最大の河川「尻別川」が東西約 30km にわた

り貫流し、日本海に注いでいます。その流域に広がる平坦地は、肥沃で水田の耕作に適しており、

ここで生産される蘭越米は良質美味で道内外で好評を得ています。また、温泉源にも恵まれてお

り、町内には特色のある複数の温泉郷があります。 

本町の総面積は 449.78km2 17であり、このうち、林野面積が 355.00km2 18（約 79％）、耕地面積

が 39.70 km2 18（約 9％）を占めています。本町の気候は比較的温暖ですが、冬は積雪量が多く、

特別豪雪地帯に指定されています。本町の 2023 年の年平均気温は 9.3℃、最高気温は 35.4℃、最

低気温は-20.0℃です19。 

 

図 9  本町の地図 
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環境省が提供している「再生可能エネルギー情報提供システム」（以下「REPOS」という。）に

よると、本町の再生可能エネルギー（バイオマス除く）の導入ポテンシャルは表 2 のとおりです。

なお、導入ポテンシャルとは、理論的に算出することができるエネルギー資源量（賦存量）のう

ち、エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置の可否を考慮したエネルギー資

源量であり、事業採算性による導入の可否までを考慮したものではありません。 

再生可能エネルギー電気については、発電電力量で見た場合、陸上風力の導入ポテンシャルが

飛び抜けて大きく、次いで太陽光（土地系）、更に大きく離れて中小水力（河川）、太陽光（建物

系）、地熱（低温バイナリ 53～120℃）の順となっています。2020 年度の本町の電気使用量は

18,606MWh/年20であり、太陽光（建物系）や地熱（低温バイナリ 53～120℃）だけでも、その全

量を賄うだけのポテンシャルを有しています。一方で、再生可能エネルギー熱については、地中

熱の導入ポテンシャルが大きくなっています。 

 
表 2 本町の再生可能エネルギー導入ポテンシャル21 

エネルギー種類 

再エネ（電気） 再エネ（熱） 導入 

ポテンシャル 

（GJ） 

設備容量 

（MW） 

発電電力量 

(MWh) 

利用可能熱量 

（GJ） 

太陽光 794 873,163  3,143,386 

 
建物系 45 49,025  176,491 

土地系 750 824,137  2,966,894 

風力 1,077 2,681,211  9,652,358 

 陸上風力 1,077 2,681,211  9,652,358 

中小水力 13 77,570  279,252 

 
河川 13 77,570  279,252 

農業用水路 0 0  0 

地熱 5 32,154  115,754 

 

蒸気フラッシュ 150℃以上 0 0  0 

バイナリー120～150℃ 0 990  3,566 

低温バイナリ 53～120℃ 5 31,163  112,188 

太陽熱   18,026 18,026 

地中熱   253,892 253,892 

合計 1,889 3,664,097 271,918 13,462,667 

 

REPOS ではバイオマスの導入ポテンシャルの情報を提供していませんが、本町の基幹産業で

ある農業に由来し、現在でも燃料棒の原料として利用されているもみ殻の有効利用可能量（既存

利用量を除く）は、表 3 のとおり、1,810t（27,258GJ）と算出されます。また、本町の土地の 4

割以上を占めている森林に由来する森林系バイオマス（林地残材及び切捨間伐材）の有効利用可

能量については、357t（7,186GJ）22という推計結果が示されています。  
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表 3 本町の農業系バイオマス（もみ殻）の有効利用可能量 

水稲収穫量23 
① 
(t) 

部位別乾物重比 
(もみ殻)24 

② 
（－） 

もみ殻 
発生量 

③＝①×② 
（t） 

もみ殻 
既存利用量 

④ 
（t） 

もみ殻 
利用余地 

⑤＝③－④ 
（t） 

もみ殻 
発熱量25 

⑥ 
（kcal/kg） 

有効利用 
可能熱量 
⑤×⑥ 
（GJ） 

8,370 0.22 1,841 32 1,810 3,600 27,258 

 

本計画で導入推進の対象とする太陽光（建物系・土地系）及び地中熱について、導入ポテンシ

ャルの分布状況をそれぞれ図 10～図 12 に示します。なお、地中熱については、メッシュ単位で

地中熱の利用可能量と空調（冷房・暖房）の熱需要量を比較し、小さい方の値をそのメッシュの

ポテンシャルとしていることから、建物が多い地域でポテンシャルが高くなっています。 

太陽光（建物系）及び地中熱は、建物が多い市街地や尻別川流域の平坦地でポテンシャルが大

きくなっています。太陽光（土地系）は、田や畑が多い場所でポテンシャルが大きく、その分布

は太陽光（建物系）及び地中熱と概ね一致しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 10 本町の太陽光（建物系）の導入ポテンシャルマップ 21 
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図 11 本町の太陽光（土地系）の導入ポテンシャルマップ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 12 本町の地中熱の導入ポテンシャルマップ 21 
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我が国では、再生可能エネルギーの普及を目的として、「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法」に基づいて、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（以下「FIT

制度」という。）及び Feed-in Premium 制度（以下「FIP 制度」という。）が導入されています。 

本町においても、表 4 のとおり、太陽光と風力について、FIT・FIP 認定を受けた民間事業者

による再生可能エネルギー発電事業が実施されています。このうち、風力については、発電出力

が 25.3MW26に達する大規模事業である尻別風力発電事業が実施されています。 

 
表 4 本町の FIT・FIP 認定を受けた再生可能エネルギー電気の導入量27 

エネルギー種類 
導入量（2023 年 3 月末時点） 

設備容量 
（MW） 

発電電力量 
（MWh） 

熱換算量 
（GJ） 

太陽光 0.4 493 1,774 
 10kW 未満 0.1 164 589 

10kW 以上 0.3 329 1,185 
風力 25.6 63,694 229,297 
合計 26 64,186 231,071 

 

本町における FIT・FIP 制度外での再生可能エネルギーの導入としては、北海道電力株式会社

が、尻別川の 2 箇所で水力発電（蘭越発電所：5.7MW、昆布発電所：9.0MW）28を実施していま

す。また、高齢者グループホーム「らんこし」において、冬季に貯蔵しておいた雪の冷熱を夏季

に利用する冷房設備を導入しています。さらに、表 5 のとおり、本町が主体となって、再生可能

エネルギー熱利用の取組を実施しています。 

 
表 5 本町が主体となった再生可能エネルギー熱利用の取組 

エネルギー種類 導入状況 

再エネ 
（熱） 

農業系 
バイオマス 

本町の主要農作物である水稲の生産に伴い発生するもみ殻を圧縮して、薪
状の燃料棒を製造・販売 
⇒再エネ導入量 112MWh（R3 製造量 31,730kg、熱量 3,800kcal/kg、

蒸気ボイラー効率 80％として算出） 

地中熱 
蘭越診療所において、従来の灯油ボイラーに代わり、地中熱ヒートポンプ
による冷暖房・融雪システムを導入し、灯油使用量を削減 
⇒再エネ導入量 70MWh（R3 実績値） 

温泉熱 

交流促進センター幽泉閣において、従来の重油を使用するボイラーシステ
ムに代わり、温泉排湯熱を利用したヒートポンプによるボイラーシステム
を導入し、重油使用量を削減 
⇒再エネ導入量 536MWh（9 か月分の実績値を 1 年分に換算） 

※再エネ導入量は一次エネルギー削減量を電力量に換算 
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地球温暖化によるここ数十年の気候変動は、人間の生活や自然の生態系にさまざまな影響を与

えています。たとえば、氷河の融解や海面水位の変化、洪水や干ばつなどの影響、陸上や海の生

態系への影響、食料生産や健康など人間への影響が観測され始めています。 

本町の年平均気温の推移を図 13、月平均気温の推移を図 14 に示します。また、真夏日（日最

高気温が 30℃以上の日）日数の推移を図 15 に示します。年平均気温は 10 年あたり 0.3℃の割合

で上昇傾向にあり、2023 年には 9.3℃となっています。2014～2022 年の 8 月平均気温が平均

21.1℃のところ、2023 年の 8 月平均気温は 25.4℃まで上昇しており、真夏日日数も 10 年あたり

1.2 日の割合で増加傾向にあることから、特に夏の暑さが異常になっていることがうかがえます。

今後もこの傾向が続くのであれば、熱中症などの健康リスクの増加及び農作物の収量や栽培適地

の変化などの影響が予測されます。 

 

図 13 本町の 1978～2023 年の年平均気温の推移 19 

 

図 14 本町の 2014～2023 年の月平均気温の推移 19  
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図 15 本町の 1978～2023 年の真夏日日数の推移 19  

 

北海道の各気象台と札幌管区気象台は、文部科学省と気象庁の「日本の気候変動 2020 —大気

と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—」の観測・予測データに基づき、北海道各地方にお

ける気候変動の観測成果及び将来予測に関する情報を取りまとめたリーフレットを作成し、2022

年 3 月に公表しています。本町が所属する後志地方では、21 世紀末（2081～2100 年）において、

表 6 に示すような気候の変化が予測されています。 

 
表 6 地球温暖化により予測される 21 世紀末の後志地方の気候の変化29 

 2℃上昇シナリオ 4℃上昇シナリオ 

後志地方の
気温の変化 

年平均気温 約 1.4℃上昇 約 4.7℃上昇 
真夏日（日最高気温 30℃以上） 2 日程度増加 22 日程度増加 
真冬日（日最高気温 0℃未満） 18 日程度減少 45 日程度減少 

北海道の短時間強雨（30mm/時以上）の発生頻度 約 1.7 倍に増加 約 4.1 倍に増加 
北海道の年最深積雪 約 12％減少 約 44％減少 

※２℃上昇シナリオ:21 世紀末（2081-2100 年）の世界平均気温が工業化以前と比べて 0.9～2.3℃上昇するシナリオ 
４℃上昇シナリオ:21 世紀末（2081-2100 年）の世界平均気温が工業化以前と比べて 3.2～5.4℃上昇するシナリオ 
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地球温暖化の要因である温室効果ガスについて、本町における 2020 年度の排出量は 36.1 千 t-

CO2、吸収量は 32.3 千 t-CO2 であり、排出量から吸収量を差し引いた実質排出量は 3.8 千 t-CO2

（2013 年度比 92％減）となります。 

 

本町における温室効果ガス排出量の推移を表 7、図 16 に示します。国の地球温暖化対策の基

準年度である 2013 年度の排出量は 44.7 千 t-CO2 でしたが、その後減少傾向で推移し、2020 年度

には 36.1 千 t-CO2（19％減）となっています。部門・分野別で見ると、産業部門と業務その他部

門で削減率が大きく、家庭部門と運輸部門では微減となっています。 

 
表 7 本町における温室効果ガス排出量の推移 20 

 温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

産業部門 9.6 7.1 7.4 7.8 7.2 6.6 6.5 7.6 
 製造業 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

建設業・鉱業 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 
農林水産業 8.1 5.8 6.1 6.6 6.0 5.5 5.5 6.6 

業務その他部門 9.2 8.3 8.0 6.9 6.9 6.9 6.2 5.6 
家庭部門 12.6 13.5 12.4 12.5 12.1 11.2 11.5 10.6 
運輸部門 13.4 13.1 12.9 13.6 13.5 13.3 12.4 12.2 
 自動車・旅客 5.2 4.9 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.0 

自動車・貨物 7.8 7.8 7.7 8.4 8.5 8.4 7.6 8.0 
鉄道 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

廃棄物分野 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
合計 44.7 42.0 40.7 40.7 39.7 37.9 36.6 36.1 

 

図 16 本町における温室効果ガス排出量の推移 20 
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温室効果ガス吸収量としては、森林吸収源対策による吸収量、農地土壌炭素吸収源対策による

吸収量、都市緑化等の推進による吸収量が見込まれます。本町における温室効果ガス吸収量は、

表 8 のとおり、合計で 32.3 千 t-CO2 と推計されます。 

 
表 8 本町における温室効果ガス吸収量 

項目 吸収量 
合計 32.3 千 t-CO2 
 森林吸収源対策による吸収量 31.1 千 t-CO2 

農地土壌炭素吸収源対策による吸収量 1.2 千 t-CO2 
都市緑化等の推進による吸収量 0.025 千 t-CO2 

 

森林吸収源対策による吸収量は、以下の式を用いて本町の森林の樹種別齢級別の炭素蓄積量を

算出したうえで、1 年あたりの炭素蓄積量の増加量に 44/12（＝CO2 分子量／炭素分子量）を乗じ

て換算30した結果、31.1 千 t-CO2 と推計されます。 

 

𝐶் =෍൛𝑉 ,௜ × 𝐵𝐸𝐹௜ × (1 + 𝑅௜) ×𝑊𝐷௜ × 𝐶𝐹௜ൟ

௜

CT：炭素蓄積量 
VT,i：材積量 
BEFi：バイオマス拡大係数 
Ri：地下部比率 
WDi：容積密度 
CFi：炭素含有率 
※i は森林のタイプ（樹種、林齢など） 

 

農地土壌炭素吸収源対策による吸収量及び都市緑化等の推進による吸収量は、国の地球温暖化

対策計画における吸収見込量を、前者については国と本町の耕地面積の比率に応じて、後者につ

いては国と本町の宅地面積の比率に応じて按分した結果、それぞれ 1.2 千 t-CO2、0.025 千 t-CO2

と算出されます。 
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再生可能エネルギーは、化石燃料と異なり、利用時に温室効果ガスである二酸化炭素を排出し

ないため、化石燃料代替による温室効果ガス削減に大きく貢献します。再生可能エネルギーの導

入により、温室効果ガスの実質排出量をゼロとするカーボンニュートラルを達成し、更には実質

排出量をマイナスとするカーボンネガティブを目指すことで、地球温暖化対策に寄与することが

できます。 

 

欧州やアメリカでは、大気中の二酸化炭素を土壌に取り込んで農地の土壌の質を向上させ、温

室効果ガスの排出削減を目指す農法であるカーボンファーミングによる炭素除去を認証すること

を見越し、調査や法整備が進められています。 

我が国では、まだ海外の動向について調査が始まった段階ですが、北海道では、農業の脱炭素

化に向けて、生産者をはじめ産学官金など、幅広い分野の関係者が集う情報交換と協働の場とし

て、ホームページ上に設置したバーチャルな協議体である「北海道カーボンファーミング推進協

議体」を設立しています。農業を基幹産業とする本町では、カーボンファーミングにより温室効

果ガス吸収量の増加を見込めることから、今後の動向に注視していきます。 
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第 6 次蘭越町総合計画では、本町の現状や町民の意向を踏まえて、本町の課題として、「1.人口

減少対策」、「2.交通利便の向上」、「3.産業基盤の強化」、「4.時代への即応」、「5.自然環境の保全」、

「6.行財政の安定」、「7.多文化共生」を挙げています。再生可能エネルギーの導入により、温室効

果ガスを削減し、地球温暖化対策に寄与できるだけでなく、これらの地域課題の解決や地域活性

化にもつながります。 

 

「3.産業基盤の強化」に関連して、本町は農業を基幹産業としており、また、町域面積のうち林

野面積が約 8 割を占めていることから、林業における十分な森林管理が求められていますが、今

後、人口減少・少子高齢化が進む中で、これらの産業の振興が大きな課題となります。 

このような状況において、農業系・森林系バイオマスの有効利用を進めることで、農業、林業

の収益が増加し、これらの産業の活性化につながります。 

 

「4.時代への即応」に関連して、本町はこれまで大きな災害に見舞われることもなく、安全・安

心な暮らしができる町といえましたが、2018 年 9 月 6 日の北海道胆振東部地震により北海道全土

にわたる大規模停電（ブラックアウト）が発生するなど、昨今の災害リスクの増大を受けて、地

域のレジリエンス強化（災害や感染症に対する強靱性の向上）が求められています。 

このような状況において、公共施設へのエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備を設

置することにより、災害・停電時にも当該施設における業務の継続が可能になるとともに、公共

施設の地域の防災拠点としての役割を高めることができます。また、住宅や事業所においても、

再生可能エネルギー発電設備を設置することで、災害・停電時に自家発電した電気を使用するこ

とが可能になります。 

 

「6.行財政の安定」に関連して、本町の 2018 年の所得循環構造 16 によると、町内の生産活動に

より生み出された付加価値の総額となる域内総生産（GRP）が 134 億円のところ、その 4.7％に

相当する 6 億円がエネルギー代金として域外に流出しています。 

このような状況において、町内で生産された再生可能エネルギーを町内で消費するというエネ

ルギーの地産地消を促進することで、エネルギー代金の域外への流出を抑制でき、浮いた所得で

より暮らしやすいまちづくりが可能となります。また、再生可能エネルギーの導入により温室効

果ガスの実質排出量がマイナスとなった場合には、当該分を環境価値として販売することで、更

なる地域財政への寄与が見込めます。 
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再生可能エネルギーの導入がプラネタリーバウンダリーの９つの項目や地球温暖化対策、地域

課題の解決・地域活性化に与える影響を踏まえ、本町における再生可能エネルギーに係る将来ビ

ジョンを設定しました。 

将来ビジョンの実現に向けては、本町が主体となって実施することが可能な、公共施設などへ

の太陽光発電や再生可能エネルギー熱利用の導入推進、及び民間住宅や事業所、土地などへの太

陽光発電の導入促進を主軸として、再生可能エネルギーの導入を進めていくこととして、エネル

ギー種類別導入先別に、それぞれ個別導入目標（表 9 参照）を設定しました。また、これらを積

み上げることで全体導入目標（表 9 参照）としました。そのうえで、それぞれの個別導入目標を

達成するための施策を取りまとめました。 

 
表 9 再生可能エネルギー導入目標（全体導入目標及び個別導入目標） 

エネルギー 
種類 

導入先 
2030 年度 2050 年度 モニタリング

指標 導入目標 指標目標 導入目標 指標目標 

太陽光発電 

公共施設 458MWh 12 施設 547MWh 26 施設 
太陽光発電設備
設置公共施設数 

民間住宅 329MWh 75 件 2,423MWh 551 件 
太陽光発電設備
の民間住宅への
設置件数 

事業所 154MWh 7 件 1,034MWh 47 件 
太陽光発電設備
の事業所への設
置件数 

土地 1,099MWh 1 件 4,398MWh 4 件 
太陽光発電設備
の土地への設置
件数 

再エネ 
熱利用 

公共施設 7,617GJ 8 施設 16,022GJ 19 施設 
再生可能エネル
ギー熱利用導入
公共施設数 

 

 

 

  

2030 年度（令和 12 年度）:再エネ電気 2,040MWh、再エネ熱 7,610GJ 
2050 年度（令和 32 年度）:再エネ電気 8,400MWh、再エネ熱 16,020GJ 
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本町の再生可能エネルギー導入シナリオを図 17 に示します。なお、風力発電及び地熱発電に

ついては、民間事業者の主導によって導入が行われることから、個別導入目標は設定していませ

んが、行政として可能な支援を行い、再生可能エネルギー導入量の増加を図ることとします。 

図 17 再生可能エネルギー導入シナリオ 

 

再生可能エネルギー導入目標を達成した場合、これによる温室効果ガス排出量削減効果は 2030

年度が 1.8 千 t-CO2、2050 年度が 6.2 千 t-CO2 となります。これらは、本町における 2013 年度

の温室効果ガス排出量 44.7 千 t-CO2 に対して、それぞれ 4％、14％の削減に相当します。 

また、地域課題の解決・地域活性化への寄与として、現在未利用となっている農業系・森林系

バイオマスの有効利用（有効利用可能熱量に対して、2030 年度 28%、2050 年度 58％）、地域の

レジリエンス強化（エネルギー自立した公共施設が 2030 年度 2 施設、2050 年度 12 施設）、エネ

ルギー代金の域外流出の抑制（2030 年度約 8,400 万円、2050 年度約 3 億 500 万円）につながり

ます。 

更には、プラネタリーバウンダリーの 9 項目のうち、8 つの項目の改善に貢献することが見込

まれます。  



20 

再生可能エネルギーの導入がプラネタリーバウンダリーの９つの項目や地球温暖化対策、地域

課題の解決・地域活性化に与える影響を踏まえ、本町における再生可能エネルギーに係る将来ビ

ジョンを以下のとおり設定しました。 

 

 

将来ビジョンの実現に向けては、本町が主体となって実施することが可能な、公共施設などへ

の太陽光発電や再生可能エネルギー熱利用の導入推進、及び民間住宅や事業所、土地などへの太

陽光発電の導入促進を主軸として、再生可能エネルギーの導入を進めていきます。また、民間事

業者が主導する再生可能エネルギー発電事業の事業化に対しても、行政として可能な支援を行っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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本町における再生可能エネルギーの全体導入目標を以下のとおり設定しました。エネルギー種

類別導入先別に、それぞれ個別導入目標（3.3.2 参照）を設定し、これらを積み上げることで全体

導入目標としています。 

 

公共施設などへの太陽光発電や再生可能エネルギー熱利用の導入推進、及び民間住宅や事業所、

土地などへの太陽光発電の導入促進を主軸として、再生可能エネルギーの導入を進めていくとい

う方針に沿って、表 10 に示すエネルギー種類と導入先の組み合わせについて、プラネタリーバ

ウンダリーの項目や地域課題の解決・地域活性化に与える影響を整理するとともに、それぞれ個

別導入目標を設定し、目標達成のための施策を取りまとめました。個別導入目標の設定方法につ

いては、参考資料１を参照してください。 

なお、「（6）風力発電」及び「（7）地熱発電」については、民間事業者の主導によって導入が行

われることから、個別導入目標は設定していません。 

 
表 10 エネルギー種類と導入先の組み合わせ 

 エネルギー種類 導入先 
（1） 

太陽光発電 

公共施設 
（2） 民間住宅 
（3） 事業所 
（4） 土地 

（5） 
再生可能エネルギー熱利用 
（農業系・森林系バイオマス、地中熱） 

公共施設 

（6） 風力発電 － 
（7） 地熱発電 － 
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ⅰ．概要 

公共施設への太陽光発電設備の設置を推進します。地域の脱炭素化に加えて、昨今の災害リス

クの増大に対する地域のレジリエンス強化を目的として、設置検討中の施設に加えて、避難所と

しての活用が検討される施設への設置を検討します。 

これにより、蓄電池や V2B（電気自動車などの蓄電池をもつ自動車と建築物の間で電力の相互

供給を行う仕組み）と組み合わせることで、災害・停電時における自立的な電源を確保でき、公

共施設の地域の防災拠点としての役割を高めることができます。また、発電した電力を自家消費

することで、電力会社からの電力購入量を削減でき、エネルギー代金の域外への流出を抑制でき

ます。 

 

ⅱ．導入目標 

導入目標は下表のとおりです。 
2030 年度 2050 年度 
458MWh 547MWh 

設置検討中の 7 施設、避難所としての活用が
検討される学校教育施設、社会教育施設 5 施
設に設置（計 12 施設） 

設置検討中の 8 施設、避難所としての活用が
検討される公共施設 18 施設に設置（計 26 施
設） 

 

ⅲ．施策 
◆公共施設への太陽光発電設備の率先的な設置 
 導入対象となる公共施設への太陽光発電設備の設置を進めます。 
 太陽光発電設備とあわせて蓄電池や V2B を設置するなど、公共施設のレジリエンス強化に努

めます。 
 国や道の補助などの活用による設置や、PPA（企業・自治体が保有する施設の屋根や遊休地

を事業者が借り、無償で発電設備を設置し、発電した電気を企業・自治体が施設で使う方式）
やリースといった「第三者所有」を検討するなど、初期費用やメンテナンス費用をできるだ
け抑えるように努めます。 

 
◇モニタリング指標 

指標名 2030 年度目標 2050 年度目標 
太陽光発電設備設置公共施設数 12 施設 26 施設 
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ⅰ．概要 

民間住宅における太陽光発電設備の設置を促進します。新築住宅（年間 12 件（2020～2022 年

度平均値）程度）及び改修する住宅（年間戸建 71 件（民間住宅建物数31×近隣自治体リフォーム

実施率32により算出）程度）に対して、1 件あたり 4kW の設備が、2030 年度までと 2031～2050

年度に、それぞれ一定の割合で設置されることを見込みます。 

これにより、蓄電池や V2H（電気自動車などの蓄電池をもつ自動車と住宅の間で電力の相互供

給を行う仕組み）と組み合わせることで、災害・停電時における自立的な電源を確保することが

できます。また、発電した電力を自家消費することで、電力会社からの電力購入量を削減でき、

エネルギー代金の域外への流出を抑制できます。 

 

ⅱ．導入目標 

導入目標は下表のとおりです。2050 年度までに累計で 551 件の設置を見込んでおり、これは本

町の民間住宅建物数 1,500 件 31 の約 37％への設置に相当します。 
2030 年度 2050 年度 
329MWh 2,423MWh 

 新築住宅の 3 割（計 25 件、101kW） 
 改修する住宅の 1 割（計 50 件、199kW） 

に設置 

 新築住宅の 8 割（計 192 件、768kW） 
 改修する住宅の2 割（計284 件、1,136kW） 

に設置（※2031～2050 年度） 
 

ⅲ．施策 
◆町民に対する普及啓発 
 ホームページや広報誌、SNS などを活用して、町民に対して、太陽光発電導入に係る情報提

供を行います。 
 勉強会や講習会、イベントなどにより、町民に対して、脱炭素化社会の実現に向けた普及啓

発を行います。 
◆太陽光発電設備設置に対する補助 
 「住宅エコ化支援事業」などにより、既存及び新築住宅への太陽光発電設備の設置に対する

補助を行います。 

 
◇モニタリング指標 

指標名 2030 年度目標 2050 年度目標 
太陽光発電設備の民間住宅への設置件数 75 件 551 件 
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ⅰ．概要 

事業所における太陽光発電設備の設置を促進します。事業所の屋根面積は様々ですが、1 件あ

たり平均 20kW の設備が、2030 年度までと 2031～2050 年度に、それぞれ一定のペースで設置さ

れることを見込みます。 

これにより、蓄電池や V2B と組み合わせることで、災害・停電時における自立的な電源を確保

することができます。また、発電した電力を自家消費することで、電力会社からの電力購入量を

削減でき、エネルギー代金の域外への流出を抑制できます。 

 

ⅱ．導入目標 

導入目標は下表のとおりです。2050 年度までに累計で 47 件の設置を見込んでおり、これは本

町の民営事業所数 254 件33の約 19％への設置に相当します。 
2030 年度 2050 年度 
154MWh 1,034MWh 

年 1 件ペースで設置（計 7 件、140kW） 
 

年 2 件ペースで設置（計 40 件、800kW） 
（※2031～2050 年度） 

 

ⅲ．施策 
◆事業者に対する普及啓発 
 ホームページや広報誌、SNS などを活用して、事業者に対して、太陽光発電導入に係る情報

提供を行います。 
 勉強会や講習会、イベントなどにより、事業者に対して、脱炭素化社会の実現に向けた普及

啓発を行います。 

 
◇モニタリング指標 

指標名 2030 年度目標 2050 年度目標 
太陽光発電設備の事業所への設置件数 7 件 47 件 
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ⅰ．概要 

未利用地などへの太陽光発電設備の設置を促進します。1 件あたり 1MW（約 2ha）の設備が、

2030 年度までに 1 件、2031～2050 年度に 3 件設置されることを見込みます。 

町内の太陽光発電事業により発電された電力を町内の需要先に供給することにより、エネルギ

ー代金の域外への流出を抑制できます。 

 

ⅱ．導入目標 

導入目標は下表のとおりです。2050 年度までに 4MW の設置を見込んでおり、これは本町の太

陽光（土地系）の導入ポテンシャル 750MW21 の約 0.5％に相当します。 
2030 年度 2050 年度 
1,099MWh 4,398MWh 

1 件（計 1MW、約 2ha）設置 4 件（計 4MW、約 8ha）設置 
 

ⅲ．施策 
◆太陽光発電事業の事業化支援 
 未利用地などにおける太陽光発電事業に関心を持っている民間事業者と情報交換・情報共有

を進め、事業化の実現に向けて、行政として可能な支援を行います。 

 
◇モニタリング指標 

指標名 2030 年度目標 2050 年度目標 
太陽光発電設備の土地への設置件数 1 件 4 件 
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ⅰ．概要 

公共施設への再生可能エネルギー熱利用の導入を推進します。2030 年度までは、熱利用導入を

検討中の施設及び熱需要量が多い施設に対して、太陽光発電設備の設置とあわせた導入を検討し

ます。2031～2050 年度は、これに加えて、熱需要量が多い施設への単独での導入を検討します。 

再生可能エネルギー熱利用の方法としては、農業系・森林系バイオマス（もみ殻から製造した

もみ殻燃料棒、林地残材及び切捨間伐材から製造した木質チップ・ペレットなど）のボイラー燃

料としての利用や、地中熱ヒートポンプの導入が考えられますが、後者は現時点では導入コスト

が高く、電力を消費することから、前者を優先することとします。 

町内の熱エネルギーを有効利用することで、域外からの燃料購入量を削減でき、エネルギー代

金の域外への流出を抑制できます。また、農業系・森林系バイオマスをボイラー燃料として利用

することで、農業、林業の収益が増加し、これらの産業の活性化につながります。 

 

ⅱ．導入目標 

導入目標は下表のとおりです。本町のもみ殻や林地残材及び切捨間伐材の有効利用可能熱量の

合計は 34,444GJ であり、ボイラー効率を 80％すると、供給可能なエネルギー量は 27,555GJ とな

るため、導入目標を賄える余地は十分にあります。 
2030 年度 2050 年度 
7,617GJ 16,022GJ 

太陽光発電設備を設置する施設（計 12 施設）
のうち、熱利用導入を検討中の施設及び熱需要
量が多い施設（計 8 施設）に導入 

熱利用導入を検討中の施設、及び太陽光発電設
備を設置するかどうかに関わらず熱需要量が
多い施設に導入（計 19 施設） 

 

ⅲ．施策 
◆公共施設への再生可能エネルギー熱利用の率先的な導入 
 導入対象となる公共施設への再生可能エネルギー熱利用の導入を進めます。 
◆農業系・森林系バイオマスのサプライチェーン構築 
 ボイラー燃料となるバイオマスの安定供給に向けて、サプライチェーンを構築します。もみ

殻燃料棒の製造拡大の可能性や林地残材及び切捨間伐材の集荷方法などについて検討します。 
◆地中熱ヒートポンプに係る調査研究 
 将来的な導入に向けて、地中熱ヒートポンプについての調査研究を進めます。 
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◇モニタリング指標 
指標名 2030 年度目標 2050 年度目標 

再生可能エネルギー熱利用導入公共施設数 8 施設 19 施設 

ⅰ．概要 

民間事業者による風力発電事業の事業化を支援します。町内の風力発電事業により発電された

電力を町内の需要先に供給することにより、エネルギー代金の域外への流出を抑制できます。 

 

ⅱ．施策 
◆風力発電事業の事業化支援 
 町内における風力発電事業に関心を持っている民間事業者と情報交換・情報共有を進め、事

業化の実現に向けて、行政として可能な支援を行います。 

ⅰ．概要 

民間事業者による地熱発電事業の事業化を支援します。町内の地熱発電事業により発電された

電力を町内の需要先に供給することにより、エネルギー代金の域外への流出を抑制できます。 

 

ⅱ．施策 
◆地熱発電事業の事業化支援 
 町内における地熱発電事業に関心を持っている民間事業者と情報交換・情報共有を進め、事

業化の実現に向けて、行政として可能な支援を行います。
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再生可能エネルギー導入目標達成時の本町における温室効果ガス排出量を推計し、地球温暖化

対策への寄与を評価しました。算出にあたっては、今後追加的な対策を見込まないまま推移した

場合（現状趨勢（BAU）ケース）の温室効果ガス排出量の将来推計を行ったうえで、再生可能エ

ネルギーの導入による排出量削減効果を見込みました。 

 

BAU ケースについて、以下の算定式を用いて、本町における 2030 年度及び 2050 年度の温室

効果ガス排出量を推計しました。推計に用いた活動量の設定値を表 11 に示します。 
 

 

 

 

 

 

 

表 11 活動量の設定値（目標年度想定活動量の推計手法含む） 

部門・分野 活動量 
実績値 推計値 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2050 

製造業 
製造品出荷額 
(億円) 0.45 0.40 0.41 0.42 0.44 0.46 0.45 0.45 0.5 0.5 

建設業・鉱業 従業者数(人) 451 351 351 351 351 351 351 303 250 181 
農林水産業 従業者数(人) 174 127 127 127 127 127 127 136 112 81 
業務その他 従業者数(人) 1,548 1,321 1,321 1,321 1,321 1,321 1,321 1,253 1,086 820 
家庭 世帯数(世帯) 2,339 2,379 2,369 2,359 2,326 2,330 2,368 2,355 2,042 1,540 
自動車・旅客 旅客(台) 2,825 2,821 2,802 2,816 2,838 2,804 2,826 2,823 2,448 1,846 
自動車・貨物 貨物(台) 1,564 1,561 1,538 1,732 1,751 1,753 1,572 1,776 1,540 1,162 
鉄道 人口(人) 5,133 5,030 4,949 4,889 4,767 4,717 4,669 4,605 3,800 2,750 

 
部門・分野 活動量 推計手法 

製造業 製造品出荷額(億円) 日本経済研究センター中期予測に基づき推計 
建設業・鉱業 従業者数(人) 

蘭越町総人口と同様の比率で推移すると仮定（社人研） 
農林水産業 従業者数(人) 
業務その他 従業者数(人) 2020 年度以降世帯数の減少率を適用 
家庭 世帯数(世帯) 2030 年以降、世帯当たり人口で推計 
自動車・旅客 旅客(台) 2030 年以降、世帯数減と同様の傾向を示すと仮定 
自動車・貨物 貨物(台) 旅客と同様の傾向 
鉄道 人口(人) 社人研データに基づき、推計（蘭越町の目標達成ケース） 

 

  

＝ × 
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BAU ケースの温室効果ガス排出量の将来推計結果を表 12、図 18 に示します。2030 年度の排

出量は 32.2 千 t-CO2、2050 年度の排出量は 24.0 千 t-CO2 と推計され、それぞれ 2013 年度から

28%、46％の削減となります。 

 
表 12 BAU ケースの温室効果ガス排出量将来推計結果 

 
温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 

2013 年度比削減率（％） 
基準年度 現況年度 将来予測(BAU) 

2013 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
産業部門 9.6 7.6 5.6 4.1 21% 41% 57% 

 
製造業 0.1 0.1 0.1 0.1 9% 6% 12% 
建設業・鉱業 1.3 0.9 0.7 0.5 35% 49% 63% 
農林水産業 8.1 6.6 4.8 3.5 19% 41% 57% 

業務その他部門 9.2 5.6 5.1 3.8 39% 45% 58% 
家庭部門 12.6 10.6 9.9 7.5 15% 21% 40% 
運輸部門 13.4 12.2 11.5 8.5 9% 14% 36% 

 
自動車・旅客 5.2 4.0 3.9 2.9 24% 25% 43% 
自動車・貨物 7.8 8.0 7.4 5.6 -2% 5% 28% 
鉄道 0.4 0.3 0.2 0.0 28% 41% 100% 

廃棄物分野 0.0 0.0 0.0 0.0 － － － 
合計 44.7 36.1 32.2 24.0 19% 28% 46％ 

 

図 18 BAU ケースの温室効果ガス排出量将来推計結果 
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再生可能エネルギー導入目標を達成した場合、これによる温室効果ガス排出量削減効果は、表 

13 のとおり、2030 年度が 1.8 千 t-CO2、2050 年度が 6.2 千 t-CO2 と算出されます。これらは、

本町における 2013 年度の温室効果ガス排出量 44.7 千 t-CO2 に対して、それぞれ 4%、14％の削

減に相当します。 

 
表 13 再生可能エネルギー導入目標達成時の温室効果ガス排出量削減効果 

 
2030 年度 2050 年度 

導入目標 係数 
削減効果 

(千 t-CO2) 
導入目標 係数 

削減効果 
(千 t-CO2) 

再エネ 
(電気) 

2,040 
MWh 

2030 年度火力平均 
電力排出係数34 

0.60kg-CO2/kWh 
1.2 

8,400 
MWh 

2030 年度火力平均 
電力排出係数 34 

0.60 kg-CO2/kWh 
5.0 

再エネ 
(熱) 

7,610 
GJ 

熱供給量原油換算係数35 
0.0258kL/GJ 
原油排出係数 
2.7t-CO2/kL 

0.5 
16,020 

GJ 

熱供給量原油換算係数 35 
0.0258kL/GJ 
原油排出係数 
2.7t-CO2/kL 

1.1 

合計 － － 1.8 － － 6.2 

 

再生可能エネルギーの導入による排出量削減効果を見込んだ場合の温室効果ガス排出量は、表 

14 のとおり、2030 年度が 30.5 千 t-CO2、2050 年度が 17.8 千 t-CO2 と推計され、それぞれ 2013

年度から 32％、60％の削減となります。 

このように、再生可能エネルギー導入目標を達成することによって、温室効果ガス排出量の削

減につながり、地球温暖化対策に寄与することができます。 

 
表 14 再エネ導入による排出量削減効果を見込んだ場合の温室効果ガス排出量 

単位:千 t-CO2 
現状推計 2030 年度 2050 年度 

2013 2020 
BAU 

排出量 

導入目標達成時 
BAU 

排出量 

導入目標達成時 

排出量 
削減効果 

排出量 削減率 
排出量 

削減効果 
排出量 削減率 

44.7 36.1 32.2 1.8 30.5 31.9% 24.0 6.2 17.8 60.2％ 
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再生可能エネルギーの導入に加えて、「供給源対策（電力会社の電力排出係数の低減）」、「省エ

ネ対策（国の地球温暖化対策計画に基づく省エネルギー対策の推進）」、「吸収源対策（森林の保全

や緑化の推進などによる温室効果ガスの吸収）」などの脱炭素対策を実施した場合の温室効果ガス

排出量を推計しました。各種対策の温室効果ガス排出量削減効果については、参考資料 2 を参照

してください。 

推計結果を表 15、図 19、図 20 に示します。2030 年度の排出量は、吸収源対策による削減効

果を見込まない場合は 21.5 千 t-CO2、見込んだ場合は-16.0 千 t-CO2 と推計され、それぞれ 2013

年度から 52％、136％の削減となります。2050 年度の排出量は、吸収源対策による削減効果を見

込まない場合は-0.4 千 t-CO2、見込んだ場合は-37.9 千 t-CO2 と推計され、それぞれ 2013 年度か

ら 101％、185％の削減となります。 

 
表 15 各種対策の排出量削減効果を見込んだ場合の温室効果ガス排出量 

単位:千 t-CO2 
現状推計 2030 年度 

2013 2020 
BAU 

排出量 

排出削減効果 対策後排出量 

再エネ 
導入 

供給源 
対策 

省エネ 
対策 

吸収源 
対策 

吸収源対策除く 吸収源対策含む 

排出量 削減率 排出量 削減率 
44.7 36.1 32.2 1.8 3.3 5.7 37.4 21.5 52% -16.0 136% 

 
現状推計 2050 年度 

2013 2020 
BAU 

排出量 

排出削減効果 対策後排出量 

再エネ 
導入 

供給源・ 
省エネ対策 

吸収源 
対策 

吸収源対策除く 吸収源対策含む 
排出量 削減率 排出量 削減率 

44.7 36.1 24.0 6.2 18.3 37.4 -0.4 101% -37.9 185% 
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※再エネ導入、供給源対策、省エネ対策の削減効果を見込む 

図 19 各種対策（吸収源対策除く）の排出量削減効果を見込んだ場合の温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※再エネ導入、供給源・省エネ対策、吸収源対策の削減効果を見込む 

図 20 各種対策（吸収源対策含む）の排出量削減効果を見込んだ場合の温室効果ガス排出量 
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再生可能エネルギー導入目標達成時の地域課題の解決・地域活性化への寄与として、「農業、林

業の活性化」、「地域のレジリエンス強化」、「エネルギー代金の域外への流出の抑制」への効果を

評価しました。 

 

再生可能エネルギー導入目標を達成した場合、現在未利用となっている農業系・森林系バイオ

マス（もみ殻、林地残材及び切捨間伐材）について、2030 年度には 9,522GJ が、2050 年度には

20,027GJ が有効利用されます。これらは、本町のもみ殻や林地残材及び切捨間伐材の有効利用可

能熱量の合計 34,444GJ に対して、それぞれ 28％、58％に相当します。未利用となっているもの

が燃料として有効利用されることで、農業、林業の収益力の向上が見込まれます。 

 

再生可能エネルギー導入目標を達成した場合、2030 年度には 2 つの公共施設において、2050

年度には 12 の公共施設において、施設で消費する電気の全量を自家発電で賄うことが可能となり

ます。また、本町の民間住宅建物の約 37％、民営事業所の約 19％において、災害・停電時に自家

発電した電気を使用することが可能となります。これらにより、地域のレジリエンス強化が見込

まれます。 

 

再生可能エネルギー導入目標を達成した場合、現在域外から購入している電気及び化石燃料（灯

油、重油、LPG、ガソリン、軽油など）を、それぞれ町内で生産された再生可能エネルギー電気・

熱によって代替することで、エネルギー代金の域外への流出が抑制されます。エネルギー代金流

出抑制効果は、表 16 のとおり、2030 年度に約 8,400 万円、2050 年度に約 3 億 500 万円となり

ます。 

 
表 16 再生可能エネルギー導入目標達成時のエネルギー代金流出抑制効果 

エネルギー 
種類 

単価 

2030 年度 2050 年度 

域外からの 
購入削減量 

エネルギー代金 
流出削減額 
（千円） 

域外からの 
購入削減量 

エネルギー代金 
流出削減額 
（千円） 

電気 31 円/kWh36 2,040MWh 63,240 8,400MWh 260,400 

燃
料 

灯油 117 円/L37 55,090L 6,421 154,984L 18,064 
重油 94 円/L37 139,515L 13,100 255,087L 23,953 
LPG 835 円 m3 38 1,180m3 986 2,384m3 1,992 
ガソリン 171 円/L37 276L 47 1,216L 208 
軽油 153 円/L37 0L 0 1,420L 218 

合計 － － 83,795 － 304,834 
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再生可能エネルギー導入目標達成時のプラネタリーバウンダリーの項目の改善への貢献につい

て整理しました。また、本計画で導入を見込んでいるエネルギー種類（太陽光発電、バイオマス・

地中熱、風力発電、地熱発電）別に、導入推進において配慮が必要な事項を整理しました（表 17

参照）。 

 
表 17 再生可能エネルギー導入目標達成時のプラネタリーバウンダリーへの影響 
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3.4.1 及び 3.4.2 で示したように、再生可能エネルギー導入目標を達成することによって、化石

燃料消費が削減され、温室効果ガス排出量の削減につながります。これにより、1.2.2 で示したよ

うに、プラネタリーバウンダリーの 9 つの項目のうち、「①気候変動」、「③海洋酸性化」、「④窒素・

リンによる汚染」、「⑤生物多様性の損失」、「⑥淡水の変化」、「⑦土地利用の変化」、「⑧化学物質

汚染」、「⑨大気汚染・エアロゾル負荷」の 8 つの項目の改善に貢献することが見込まれます。 

本町のプラネタリーバウンダリーとの関連を考慮した場合、本町では、貝類専門博物館である

「蘭越町貝の館」において、「流氷の天使」と呼ばれるクリオネの研究・生体展示を行っています

が、海洋酸性化によって唯一の餌であるミジンウキマイマイが減少することにより、クリオネが

絶滅の危機にさらされています39。再生可能エネルギーの導入推進により、海洋酸性化の進行を停

止または鈍化させることで、クリオネを守ることにつながります。 

また、本町には、北海道レッドリスト改訂版において絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増大してい

る種）に分類されているシラウオやシロウオなどの、絶滅のおそれのある野生生物が生息してい

ます40。再生可能エネルギーの導入推進により、生物多様性の損失を抑えることで、これらの野生

生物が生息できる環境の保全につながります。 

 

再生可能エネルギーの導入により、プラネタリーバウンダリーの項目の改善への貢献が見込ま

れる一方で、様々な負の影響が出てくることも懸念されます。そのため、本計画で導入を見込ん

でいるエネルギー種類別に、導入推進において配慮が必要な事項を整理します。再生可能エネル

ギー導入目標達成に向けては、これらの事項に配慮したうえで、各種エネルギーの導入を進める

ことが求められます。 

 

太陽光パネルには、化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質のうち、鉛、カドミウ

ム、ヒ素、セレンの 4 物質が使用されている可能性があります。このため、使用済み太陽光パネ

ルを廃棄する際に、適正な廃棄処理が行われない場合、化学物質汚染につながるおそれがありま

す。 

また、建物ではなく土地に太陽光発電設備を設置する場合、設備の設置に伴う森林伐採などに

より、生物多様性の損失及び土地利用の変化につながるおそれがあります。このため、本計画で

導入を見込んでいる 2 万 kW 未満の太陽光発電は、国や北海道の環境アセスメントの対象となり

ませんが、国や自治体のガイドラインに従って事業を計画し、進めるように、事業者に求める必

要があります。 

 

バイオマスの有効利用において、新たにエネルギー作物の生産を促進する場合、施肥の増加に

伴う窒素・リンによる汚染、水利用の増加による淡水の変化、農地拡大による土地利用の変化な

どにつながるおそれがあります。ただし、本計画では現在未利用となっている農業系・森林系バ

イオマスの有効利用を見込んでいるため、これらの影響は少ないと考えられます。 
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また、地中熱ヒートポンプには、水・不凍液を循環させるクローズドループ方式と地下水を利

用するオープンループ方式がありますが、前者の場合、地下における熱の移動に関して、「地下水・

地盤温度への影響」、「地下水質への影響」が、後者の場合、地下水のくみ上げや放流、還元に関

して、「揚水による地下水位への影響」、「放流先水域への水温・水質への影響」、「地下水の還元に

よる水温・水質への影響」に留意が必要です41。これらにより、淡水の変化につながるおそれがあ

ります。 

 

風力発電設備の設置に伴う森林伐採などにより、生物多様性の損失及び土地利用の変化につな

がるおそれがあります。また、衝突、生息地放棄、移動の障壁といった、鳥類への影響も確認さ

れています42。このため、国や北海道の環境アセスメントの対象となる 5,000kW 以上の風力発電

に対しては、適正なアセスメントが実施されるように、自治体として協力する必要があります。

一方で、国や北海道の環境アセスメントの対象とならないものに対しては、国や自治体のガイド

ラインに従って事業を計画し、進めるように、事業者に求める必要があります。 

 

地熱発電設備の設置に伴う森林伐採などにより、生物多様性の損失及び土地利用の変化につな

がるおそれがあります。また、掘削や定期点検において水を使用することで、淡水の変化も考慮

されます。このため、国や北海道の環境アセスメントの対象となる 5,000kW 以上の地熱発電に対

しては、適正なアセスメントが実施されるように、自治体として協力する必要があります。一方

で、国や北海道の環境アセスメントの対象とならないものに対しては、国や自治体のガイドライ

ンに従って事業を計画し、進めるように、事業者に求める必要があります。 
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本計画は、町民・事業者・行政が協力体制を築き、それぞれが役割を果たしながら、連携しあ

って推進していきます。本計画の推進体制を図 21、各主体の役割を表 18 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 21 本計画の推進体制 
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表 18 各主体の役割 

主体 役割 

町民 

 本町が目指す再生可能エネルギー導入の目標や施策・取組を理解し、参画する。 
 住宅の新築や改修時に、再生可能エネルギーの導入を積極的に進める。 
 省エネルギー対策や行動変容などの取組を実施する。 
 地域で作られた再生可能エネルギー由来の電力の利用に努める。 

事業者 

 本町が目指す再生可能エネルギー導入の目標や施策・取組を理解し、参画する。 
 再生可能エネルギーの導入拡大に寄与する事業への進出・展開などを検討する。 
 事業所の新築や改修時に、再生可能エネルギーの導入を積極的に進める。 
 省エネルギー対策や行動変容などの取組を実施する。 
 地域で作られた再生可能エネルギー由来の電力の利用に努める。 

行政 

 本町が目指す再生可能エネルギー導入の目標や施策・取組の理解促進のため、適
切な情報発信などを進める。 

 公共施設の新築や改修時に、再生可能エネルギーの導入を積極的に進める。 
 省エネルギー対策や行動変容などの取組を実施する。 
 地域で作られた再生可能エネルギー由来の電力の利用に努める。 
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本計画は、環境マネジメントシステムの考え方に基づく PDCA サイクル（図 22 参照）に沿っ

て進行管理を行います。計画進捗状況を把握・評価し、フィードバックを行うことで、継続的な

改善を図っていきます。 

 

図 22  本計画の進行管理のイメージ 
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エネルギー種類別導入先別の再生可能エネルギーの導入に対して、2030 年度までと 2031～

2050 年度について、それぞれ導入の強度が異なる複数のケース（表 19 参照）を設定し、各ケー

スにおける再生可能エネルギー導入量を算出しました。これらを比較したうえで、本計画で採用

するケースを選定し、当該ケースにおける再生可能エネルギー導入量を、エネルギー種類別導入

先別の個別導入目標として設定しました。 

 
表 19 エネルギー種類別導入先別のケース設定数 

 エネルギー種類 導入先 
ケース設定数 

～2030 2031～2050 
（1） 

太陽光発電 

公共施設 3 3 
（2） 民間住宅 3 3 
（3） 事業所 3 3 
（4） 土地 3 3 

（5） 
再生可能エネルギー熱利用
（農業系・森林系バイオマ
ス、地中熱） 

公共施設 
2 

※(1)のケース選択に
より更に分かれる 

2 
※(1)のケース選択に

より更に分かれる 
（6） 風力発電 － ※個別導入目標の設定なし 
（7） 地熱発電 － ※個別導入目標の設定なし 
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本町の公共施設一覧を表 20 に示します。 

 
表 20 本町の公共施設一覧（1/2） 

  

1 庁舎等行政施設 本庁舎 3,332 1985
2 庁舎等行政施設 庁舎 車庫 527 1985
3 庁舎等行政施設 庁舎 物置 145 1985
4 庁舎等行政施設 別館書庫 153 1994
5 庁舎等行政施設 除雪車庫 676 2012
6 庁舎等行政施設 羊蹄山ろく消防組合蘭越支署庁舎 1,069 2014 施設の取扱は組合と協議
7 社会福祉 保健福祉センター 1,317 2000
8 社会福祉 学童保育所 253 2006
9 社会福祉 蘭越保育所 1,119 2008
10 社会福祉 昆布保育所 350 2013
11 社会福祉 高齢者生活福祉センターめな 1,127 1991
12 社会福祉 ふれあいプラザ２１ 736 1995
13 社会福祉 高齢者コミュニティセンター 354 1982
14 社会福祉 高齢者生活福祉センターこんぶ 1,168 2000
15 社会福祉 介護予防拠点センターみなと 466 2003
16 社会福祉 高齢者グループホームらんこし 749 2012
17 社会福祉 蘭越歯科診療所 177 1976
18 社会福祉 蘭越診療所 952 2021
19 地域集会所 曙地区集会所 96 1982
20 地域集会所 黄金地区共同利用集会所 264 2011
21 地域集会所 なかよし子ども館 181 1987
22 地域集会所 三和へき地保健福祉館 198 1968
23 地域集会所 目名生活改善センター 440 1970
24 地域集会所 御成生活改善センター 333 1971
25 地域集会所 名駒生活改善センター 513 1972
26 地域集会所 克雪管理センター 360 1975
27 地域集会所 農村研修センター 636 1979
28 地域集会所 港地区高齢者センター 205 1984
29 地域集会所 昆布活性化センター 560 2003
30 地域集会所 第３団地共同利用集会所 855 1978
31 地域集会所 桜ヶ丘団地共同利用集会所 51 1978
32 地域集会所 大谷団地集会所 70 1980
33 地域集会所 大谷中地区集会所 77 1998
34 地域集会所 田下地区集会所 175 1985
35 地域集会所 水上地区集会所 73 1989
36 地域集会所 初田地区集会所 205 1993
37 地域集会所 清水地区集会所 131 1994
38 地域集会所 相生１地区集会所 133 2001
39 地域集会所 相生３地区集会所 81 2002
40 地域集会所 立川地区集会所 73 1996
41 地域集会所 鮎川地区集会所 79 2000
42 地域集会所 旧蘭越地区研修センター 185 1983

床面積
（m2）

No. 区分 施設名称 備考取得年度
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表 20 本町の公共施設一覧（2/2） 

  

43 地域集会所 豊国上地区地域研修センター 186 1986
44 地域集会所 蘭越上地域振興センター 214 1983
45 地域集会所 蘭越地区ふれあいセンター 117 1993
46 地域集会所 日出ふれあいセンター 73 1996
47 地域集会所 三和一町内会会館 131 1996
48 地域集会所 こぶし館 221 1996
49 地域集会所 淀川コミュニティセンター 134 1997
50 地域集会所 上里地区集会所 107 2016
51 地域集会所 三和コミュニティ会館 694 2019
52 衛生処理 一般廃棄物最終処分場 613 2002
53 衛生処理 粗大ごみ処理施設 717 2003
54 衛生処理 資源ごみリサイクルセンター 441 2010
55 衛生処理 生ごみ等堆肥化処理施設 555 2002
56 衛生処理 蘭越地区農業集落排水処理施設 584 1992
57 衛生処理 蘭越東地区農業集落排水処理施設 661 1994
58 衛生処理 昆布地区農業集落排水処理施設 748 2001
59 産業 山村開発センター 1,305 1978
60 産業 育苗施設（既設棟） 2,520 1996
61 産業 育苗施設（新設棟） 1,931 2011
62 産業 玄米バラ受調製施設 1,394 1998
63 産業 地場産業振興加工センター 427 2013
64 産業 ふるさとの丘直売所 215 1991
65 産業 シェルプラザ・港 253 1992
66 産業 交流促進センター幽泉閣 温泉施設 1,066 1996
67 産業 交流促進センター幽泉閣 宿泊施設 2,627 1998
68 産業 交流促進センター雪秩父 840 2015
69 産業 街の茶屋 238 2008
70 産業 蘭越町観光案内センター 152 1993 貸付
71 社会教育 蘭越ふるさと学習館（旧名駒小学校） 1,526 1978
72 社会教育 貝の館 418 1991
73 社会教育 第２貝の館 192 1994
74 社会教育 フィッシュ・アンド・名駒 380 1995 貸付
75 社会教育 コミュニティプラザ花一会館 475 1996
76 社会教育 町民センターらぶちゃんホール 1,199 2006
77 社会教育 町民プール 999 1989
78 社会教育 総合体育館 3,149 1991
79 社会教育 大湯沼自然展示館 407 1995 貸付
80 学校教育 蘭越小学校 3,618 1981
81 学校教育 蘭越小学校 体育館 1,087 1982
82 学校教育 昆布小学校 1,892 1979
83 学校教育 蘭越中学校 5,183 1976
84 学校教育 蘭越中学校 体育館 1,944 1977
85 学校教育 スクールバス車庫 453 1976
86 学校教育 学校給食センター 775 1999

床面積
（m2）

No. 区分 施設名称 備考取得年度
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これらの施設への太陽光発電設備の設置について、表 21 のとおり、複数のケースを設定しま

した。いずれも、地域の脱炭素化に加えて、昨今の災害リスクの増大に対する地域のレジリエン

ス強化を目的として、設置検討中の施設に加えて、避難所としての活用が検討される施設を中心

に設置していくケースとしています。ケースＡ～Ｃで太陽光発電設備を設置する施設を、それぞ

れ表 22～表 24 に示します。 

 
表 21 ケース設定（太陽光発電の公共施設への導入） 

 ～2030 ～2050 

ケース A 
設置検討中の 7 施設、避難所としての
活用が検討される学校教育施設 3 施設
に設置（計 10 施設） 

設置検討中の 8 施設、避難所としての活
用が検討される公共施設（地域集会所の半
数除く）13 施設に設置（累計 21 施設） 

ケース B 
設置検討中の 7 施設、避難所としての
活用が検討される学校教育施設、社会
教育施設５施設に設置（計 12 施設） 

設置検討中の 8 施設、避難所としての活
用が検討される公共施設 18 施設に設置
（累計 26 施設） 

ケース C 
設置検討中の 7 施設、避難所としての
活用が検討される公共施設（地域集会
所除く）8 施設に設置（計 15 施設） 

設置検討中の 8 施設、避難所としての活用
が検討される公共施設、床面積 1,000m2

以上の施設、貝の館に設置（累計 29 施設） 
 

表 22 太陽光発電設備の設置先となる公共施設（ケース A） 

(m2) (年) (kWh) － (kW/m2) (kWh/kW) (MWh) (MWh)
本庁舎 庁舎等行政施設 3,332 1985 227,598 0.06 0.083 1,100 18 18
保健福祉センター 社会福祉 1,317 2000 37,703 0.05 0.083 1,100 6 6
学童保育所 社会福祉 253 2006 29,932 0.17 0.083 1,100 4 4
蘭越保育所 社会福祉 1,119 2008 165,516 0.17 0.083 1,100 17 17
昆布保育所 社会福祉 350 2013 7,112 0.17 0.083 1,100 5 5
山村開発センター 産業 1,305 1978 34,541 0.05 0.083 1,100 6 6
蘭越小学校 学校教育 3,618 1981 81,653 0.28 0.083 1,100 93 82
蘭越小学校 体育館 学校教育 1,087 1982 上に含む 0.28 0.083 1,100 28
昆布小学校 学校教育 1,892 1979 44,586 0.28 0.083 1,100 49 45
蘭越中学校 学校教育 5,183 1976 526,179 0.28 0.083 1,100 133 183
蘭越中学校 体育館 学校教育 1,944 1977 上に含む 0.28 0.083 1,100 50
学校給食センター 学校教育 775 1999 123,076 0.28 0.083 1,100 20 20
小計 429 386
高齢者生活福祉センターめな 社会福祉 1,127 1991 76,109 0.05 0.083 1,100 5 5
ふれあいプラザ２１ 社会福祉 736 1995 50,072 0.05 0.083 1,100 3 3
介護予防拠点センターみなと 社会福祉 466 2003 16,679 0.05 0.083 1,100 2 2
目名生活改善センター 地域集会所 440 1970 11,947 0.35 0.083 1,100 14 12
克雪管理センター 地域集会所 360 1975 6,606 0.35 0.083 1,100 12 7
農村研修センター 地域集会所 636 1979 9,709 0.35 0.083 1,100 20 10
昆布活性化センター 地域集会所 560 2003 8,173 0.35 0.083 1,100 18 8
三和コミュニティ会館 地域集会所 694 2019 10,588 0.35 0.083 1,100 22 11
交流促進センター幽泉閣 温泉施設 産業 1,066 1996 781,095 0.05 0.083 1,100 5 17
交流促進センター幽泉閣 宿泊施設 産業 2,627 1998 上に含む 0.05 0.083 1,100 12
町民センターらぶちゃんホール 社会教育 1,199 2006 32,965 0.05 0.083 1,100 5 5
総合体育館 社会教育 3,149 1991 89,327 0.23 0.083 1,100 66 66
小計 186 146

合計 615 533
※緑枠:町内同区分施設の平均床面積あたり消費量を用いて算出
※太陽光発電電力＝床面積×設置係数×設置密度×発電係数
※発電電力利用量は、電力消費量と太陽光発電電力量の小さい方

～2030

2031
～2050

建物名 区分
床面積 取得年度

電力
消費量※ 設置係数 設置密度

導入時期
発電係数

太陽光
発電電力量

発電電力
利用量
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表 23 太陽光発電設備の設置先となる公共施設（ケース B） 

 

  

(m2) (年) (kWh) － (kW/m2) (kWh/kW) (MWh) (MWh)
本庁舎 庁舎等行政施設 3,332 1985 227,598 0.06 0.083 1,100 18 18
保健福祉センター 社会福祉 1,317 2000 37,703 0.05 0.083 1,100 6 6
学童保育所 社会福祉 253 2006 29,932 0.17 0.083 1,100 4 4
蘭越保育所 社会福祉 1,119 2008 165,516 0.17 0.083 1,100 17 17
昆布保育所 社会福祉 350 2013 7,112 0.17 0.083 1,100 5 5
山村開発センター 産業 1,305 1978 34,541 0.05 0.083 1,100 6 6
町民センターらぶちゃんホール 社会教育 1,199 2006 32,965 0.05 0.083 1,100 5 5
総合体育館 社会教育 3,149 1991 89,327 0.23 0.083 1,100 66 66
蘭越小学校 学校教育 3,618 1981 81,653 0.28 0.083 1,100 93 82
蘭越小学校 体育館 学校教育 1,087 1982 上に含む 0.28 0.083 1,100 28
昆布小学校 学校教育 1,892 1979 44,586 0.28 0.083 1,100 49 45
蘭越中学校 学校教育 5,183 1976 526,179 0.28 0.083 1,100 133 183
蘭越中学校 体育館 学校教育 1,944 1977 上に含む 0.28 0.083 1,100 50
学校給食センター 学校教育 775 1999 123,076 0.28 0.083 1,100 20 20
小計 501 458
高齢者生活福祉センターめな 社会福祉 1,127 1991 76,109 0.05 0.083 1,100 5 5
ふれあいプラザ２１ 社会福祉 736 1995 50,072 0.05 0.083 1,100 3 3
介護予防拠点センターみなと 社会福祉 466 2003 16,679 0.05 0.083 1,100 2 2
黄金地区共同利用集会所 地域集会所 264 2011 4,022 0.35 0.083 1,100 8 4
目名生活改善センター 地域集会所 440 1970 11,947 0.35 0.083 1,100 14 12
御成生活改善センター 地域集会所 333 1971 3,832 0.35 0.083 1,100 11 4
克雪管理センター 地域集会所 360 1975 6,606 0.35 0.083 1,100 12 7
農村研修センター 地域集会所 636 1979 9,709 0.35 0.083 1,100 20 10
昆布活性化センター 地域集会所 560 2003 8,173 0.35 0.083 1,100 18 8
大谷団地集会所 地域集会所 70 1980 1,062 0.35 0.083 1,100 2 1
田下地区集会所 地域集会所 175 1985 2,673 0.35 0.083 1,100 6 3
豊国上地区地域研修センター 地域集会所 186 1986 2,830 0.35 0.083 1,100 6 3
三和コミュニティ会館 地域集会所 694 2019 10,588 0.35 0.083 1,100 22 11
交流促進センター幽泉閣 温泉施設 産業 1,066 1996 781,095 0.05 0.083 1,100 5 17
交流促進センター幽泉閣 宿泊施設 産業 2,627 1998 上に含む 0.05 0.083 1,100 12
小計 147 89

合計 648 547
※緑枠:町内同区分施設の平均床面積あたり消費量を用いて算出
※太陽光発電電力＝床面積×設置係数×設置密度×発電係数
※発電電力利用量は、電力消費量と太陽光発電電力量の小さい方

～2030

2031
～2050

建物名 区分
床面積 取得年度 設置係数 設置密度

導入時期
発電係数

太陽光
発電電力量

発電電力
利用量

電力
消費量※
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表 24 太陽光発電設備の設置先となる公共施設（ケース C） 

 

  

(m2) (年) (kWh) － (kW/m2) (kWh/kW) (MWh) (MWh)
本庁舎 庁舎等行政施設 3,332 1985 227,598 0.06 0.083 1,100 18 18
保健福祉センター 社会福祉 1,317 2000 37,703 0.05 0.083 1,100 6 6
学童保育所 社会福祉 253 2006 29,932 0.17 0.083 1,100 4 4
蘭越保育所 社会福祉 1,119 2008 165,516 0.17 0.083 1,100 17 17
昆布保育所 社会福祉 350 2013 7,112 0.17 0.083 1,100 5 5
高齢者生活福祉センターめな 社会福祉 1,127 1991 76,109 0.05 0.083 1,100 5 5
ふれあいプラザ２１ 社会福祉 736 1995 50,072 0.05 0.083 1,100 3 3
介護予防拠点センターみなと 社会福祉 466 2003 16,679 0.05 0.083 1,100 2 2
山村開発センター 産業 1,305 1978 34,541 0.05 0.083 1,100 6 6
町民センターらぶちゃんホール 社会教育 1,199 2006 32,965 0.05 0.083 1,100 5 5
総合体育館 社会教育 3,149 1991 89,327 0.23 0.083 1,100 66 66
蘭越小学校 学校教育 3,618 1981 81,653 0.28 0.083 1,100 93 82
蘭越小学校 体育館 学校教育 1,087 1982 上に含む 0.28 0.083 1,100 28
昆布小学校 学校教育 1,892 1979 44,586 0.28 0.083 1,100 49 45
蘭越中学校 学校教育 5,183 1976 526,179 0.28 0.083 1,100 133 183
蘭越中学校 体育館 学校教育 1,944 1977 上に含む 0.28 0.083 1,100 50
学校給食センター 学校教育 775 1999 123,076 0.28 0.083 1,100 20 20
小計 512 469
高齢者生活福祉センターこんぶ 社会福祉 1,168 2000 82,718 0.05 0.083 1,100 5 5
黄金地区共同利用集会所 地域集会所 264 2011 4,022 0.35 0.083 1,100 8 4
目名生活改善センター 地域集会所 440 1970 11,947 0.35 0.083 1,100 14 12
御成生活改善センター 地域集会所 333 1971 3,832 0.35 0.083 1,100 11 4
克雪管理センター 地域集会所 360 1975 6,606 0.35 0.083 1,100 12 7
農村研修センター 地域集会所 636 1979 9,709 0.35 0.083 1,100 20 10
昆布活性化センター 地域集会所 560 2003 8,173 0.35 0.083 1,100 18 8
大谷団地集会所 地域集会所 70 1980 1,062 0.35 0.083 1,100 2 1
田下地区集会所 地域集会所 175 1985 2,673 0.35 0.083 1,100 6 3
豊国上地区地域研修センター 地域集会所 186 1986 2,830 0.35 0.083 1,100 6 3
三和コミュニティ会館 地域集会所 694 2019 10,588 0.35 0.083 1,100 22 11
育苗施設（既設棟） 産業 2,520 1996 71,132 0.05 0.083 1,100 12 20
育苗施設（新設棟） 産業 1,931 2011 上に含む 0.05 0.083 1,100 9
交流促進センター幽泉閣 温泉施設 産業 1,066 1996 781,095 0.05 0.083 1,100 5 17
交流促進センター幽泉閣 宿泊施設 産業 2,627 1998 上に含む 0.05 0.083 1,100 12
貝の館 社会教育 418 1991 19,072 0.05 0.083 1,100 2 3
第２貝の館 社会教育 192 1994 上に含む 0.05 0.083 1,100 1
小計 165 107

合計 676 576
※緑枠:町内同区分施設の平均床面積あたり消費量を用いて算出
※太陽光発電電力＝床面積×設置係数×設置密度×発電係数
※発電電力利用量は、電力消費量と太陽光発電電力量の小さい方

～2030

2031
～2050

導入時期
取得年度

電力
消費量※建物名

発電電力
利用量

設置係数 設置密度 発電係数
太陽光

発電電力量区分
床面積
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ケース別の再生可能エネルギー導入量は表 25 のとおりです。なお、導入量としては、各施設

における発電電力利用量を集計しています。施設の床面積や電力消費量によって、発電電力利用

量が大きく異なってくるため、太陽光発電設備設置施設数に差があっても、導入量にはそれほど

差が生じない場合（2030 年度までのケース B とケース C、2050 年度までのケース A とケース B）

も見受けられます。本計画では、ケースＢにおける導入量を、個別導入目標として設定しました。 

 
表 25 ケース別再生可能エネルギー導入量（太陽光発電の公共施設への導入） 

 ～2030 ～2050（累計値） 

ケース A 386MWh 533MWh 

ケース B 458MWh 547MWh 

ケース C 469MWh 576MWh 
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新築住宅（年間 12 件程度）及び改修する住宅（年間戸建 71 件程度）に対して、1 件あたり 4kW

の太陽光発電設備が、2030 年度までと 2031～2050 年度に、それぞれ一定の割合で設置されるこ

とを見込みます。設置割合について、表 26 のとおり、複数のケースを設定しました。 

 
表 26 ケース設定（太陽光発電の民間住宅への導入） 

 ～2030 2031～2050 

ケース A 導入無し 
新築住宅の 6 割（計 144 件、576kW）、
改修する住宅の 1 割（計 142 件、568 
kW）に設置 

ケース B 
新築住宅の 3 割（計 25 件、101kW）、
改修する住宅の１割（計 50 件、199kW）
に設置 

新築住宅の 8 割（計 192 件、768kW）、
改修する住宅の 2 割（計 284 件、1,136 
kW）に設置 

ケース C 
新築住宅の 6 割（計 50 件、202kW）、
改修する住宅の 2 割（計 99 件、398kW）
に設置 

新築住宅全て（計 240 件、960kW）、改
修する住宅の3 割（計 426件、1,704kW）
に設置 

 

ケース別の再生可能エネルギー導入量は表 27 のとおりです。設置割合が大きいほど導入量も

大きくなります。本計画では、ケースＢにおける導入量を、個別導入目標として設定しました。 

 
表 27 ケース別再生可能エネルギー導入量（太陽光発電の民間住宅への導入） 

 ～2030 2031～2050 

ケース A 0MWh 1,258MWh 

ケース B 329MWh 2,094MWh 

ケース C 659MWh 2,930MWh 
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事業所 1 件あたり平均 20kW の太陽光発電設備が、2030 年度までと 2031～2050 年度に、それ

ぞれ一定のペースで設置されることを見込みます。設置のペースについて、表 28 のとおり、複数

のケースを設定しました。 

 
表 28 ケース設定（太陽光発電の事業所への導入） 

 ～2030 2031～2050 

ケース A 導入無し 
年 1 件ペースで設置 
（計 20 件、400kW） 

ケース B 
年 1 件ペースで設置 
（計 7 件、140kW） 

年 2 件ペースで設置 
（計 40 件、800kW） 

ケース C 
年 2 件ペースで設置 
（計 14 件、280kW） 

年 3 件ペースで設置 
（計 60 件、1,200kW） 

 

ケース別の再生可能エネルギー導入量は表 29 のとおりです。設置のペースが速いほど導入量

も大きくなります。本計画では、ケースＢにおける導入量を、個別導入目標として設定しました。 

 
表 29 ケース別再生可能エネルギー導入量（太陽光発電の事業所への導入） 

 ～2030 2031～2050 

ケース A 0MWh 440MWh 

ケース B 154MWh 880MWh 

ケース C 308MWh 1,320MWh 
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未利用地などに対して、1 件あたり 1MW（約 2ha）の太陽光発電設備が、2030 年度までと 2031

～2050 年度に、それぞれ数件設置されることを見込みます。設置件数について、表 30 のとおり、

複数のケースを設定しました。また、町内で太陽光（土地系）の導入ポテンシャルが高い地区を

表 31 に整理します。 

 
表 30 ケース設定（太陽光発電の土地への導入） 

 ～2030 2031～2050 
ケース A 導入無し 1 件（計 1MW、約 2ha）設置 
ケース B 1 件（計 1MW、約 2ha）設置 3 件（計 3MW、約 6ha）設置 
ケース C 2 件（計 2MW、約 4ha）設置 6 件（計 6MW、約 12ha）設置 

 
表 31 町内で太陽光（土地系）の導入ポテンシャルが高い地区（30MW 以上）21 

町丁・字等 導入ポテンシャル（MW） 
字相生 66  
字富岡 63  
字三和 61  
字吉国 54  
目名町 45  
字田下 45  
字黄金 39  
昆布町 32  

字上目名 30  
 

ケース別の再生可能エネルギー導入量は表 32 のとおりです。設置件数が多いほど導入量も大

きくなります。本計画では、ケースＢにおける導入量を、個別導入目標として設定しました。 

 
表 32 ケース別再生可能エネルギー導入量（太陽光発電の土地への導入） 

 ～2030 2031～2050 

ケース A 0MWh 1,099MWh 

ケース B 1,099MWh 3,298MWh 

ケース C 2,199MWh 6,597MWh 
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公共施設への再生可能エネルギー熱利用の導入について、表 33 のとおり、複数のケースを設

定しました。いずれも、太陽光発電設備の設置とあわせての導入を中心としたケースとしており、

同じケースでも、「（１）太陽光発電の公共施設への導入」でのケース選択によって、導入先とな

る施設が異なります。「（１）太陽光発電の公共施設への導入」でケース A～C を選択した場合に

導入先となる施設を、それぞれ表 34～表 36 に示します。 

再生可能エネルギー熱利用の方法としては、農業系・森林系バイオマス（もみ殻から製造した

もみ殻燃料棒、林地残材及び切捨間伐材から製造した木質チップ・ペレットなど）のボイラー燃

料としての利用や、地中熱ヒートポンプの導入が考えられますが、後者は現時点では導入コスト

が高く、電力を消費することから、前者を優先することとします。 

 
表 33 ケース設定（再生可能エネルギー熱利用の公共施設への導入） 

 ～2030 ～2050 

ケース A 

当該期間に太陽光発電設備を設置する
施設のうち熱利用導入を検討中の施設
に導入 
※「（１）太陽光発電の公共施設への導

入」でのケース選択により変化 
A:1 施設 
B:1 施設 

  C:2 施設 

熱利用導入を検討中の施設、及び当該
期間に太陽光発電設備を設置する施設
のうち熱需要量が多い施設に導入 
※「（１）太陽光発電の公共施設への導

入」でのケース選択により変化 
 A:累計 7 施設 

B:累計 5 施設 
  C:累計 4 施設 

ケース B 

当該期間に太陽光発電設備を設置する
施設のうち熱利用導入を検討中の施設
及び熱需要量が多い施設に導入 
※「（１）太陽光発電の公共施設への導

入」でのケース選択により変化 
A:6 施設 
B:8 施設 

  C:11 施設 

熱利用導入を検討中の施設、及び太陽
光発電設備を設置するかどうかに関わ
らず熱需要量が多い施設に導入（累計
19 施設） 
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表 34 再生可能エネルギー熱利用の導入先となる公共施設 

（「（１）太陽光発電の公共施設への導入」でケース A 選択時） 

  

灯油 重油 LPG ガソリン 軽油
バイオマス

利用量
再エネ
導入量

(m2) (年) (GJ) (L) (L) (m3) (L) (L) (GJ) (GJ)
蘭越小学校 学校教育 3,618 1981 1,511 38,600 14 1,889 1,511
蘭越小学校 体育館 学校教育 1,087 1982
小計 1,889 1,511
高齢者生活福祉センターめな 社会福祉 1,127 1991 1,643 126 41,500 142 2,054 1,643
ふれあいプラザ２１ 社会福祉 736 1995 523 4,887 8,597 68 0 0 654 523
高齢者生活福祉センターこんぶ 社会福祉 1,168 2000 2,094 741 52,600 93 2,618 2,094
介護予防拠点センターみなと 社会福祉 466 2003 300 7,450 239 375 300
町民センターらぶちゃんホール 社会教育 1,199 2006 253 6,675 0 0 220 0 316 253
総合体育館 社会教育 3,149 1991 833 22,642 5 56 1,042 833
小計 7,058 5,646

8,946 7,157
本庁舎 庁舎等行政施設 3,332 1985 1,419 1,929 33,000 523 1,774 1,419
保健福祉センター 社会福祉 1,317 2000 597 15,200 26 747 597
山村開発センター 産業 1,305 1978 592 424 14,715 8 740 592
蘭越小学校 学校教育 3,618 1981 1,511 38,600 14 1,889 1,511
蘭越小学校 体育館 学校教育 1,087 1982
昆布小学校 学校教育 1,892 1979 833 22,642 5 56 1,075 860
学校給食センター 学校教育 775 1999 1,552 38,000 599 1,940 1,552
小計 8,164 6,531
高齢者生活福祉センターめな 社会福祉 1,127 1991 1,643 126 41,500 142 2,054 1,643
ふれあいプラザ２１ 社会福祉 736 1995 523 4,887 8,597 68 0 0 654 523
高齢者コミュニティセンター 社会福祉 354 1982 251 2,349 4,131 33 0 0 314 251
高齢者生活福祉センターこんぶ 社会福祉 1,168 2000 2,094 741 52,600 93 2,618 2,094
介護予防拠点センターみなと 社会福祉 466 2003 300 7,450 239 375 300
高齢者グループホームらんこし 社会福祉 749 2012 532 4,971 8,744 69 0 0 665 532
蘭越歯科診療所 社会福祉 177 1976 202 5,515 253 202
地場産業振興加工センター 産業 427 2013 280 7,640 350 280
交流促進センター雪秩父 産業 840 2015 969 24,720 560 1,212 969
コミュニティプラザ花一会館 社会教育 475 1996 231 5,985 340 289 231
町民センターらぶちゃんホール 社会教育 1,199 2006 253 6,675 0 0 220 0 316 253
総合体育館 社会教育 3,149 1991 833 22,642 5 56 1,042 833
小計 10,141 8,113

18,305 14,644
※緑枠:町内同区分施設の平均床面積あたり消費量を用いて算出
※バイオマス熱利用における再エネ導入量＝バイオマス利用量×ボイラー効率80％

～2030

2031
～2050

B

2031
～2050

A

バイオマス熱利用

上に含む

上に含む

合計

合計

建物名 区分
床面積

取得
年度

熱消費量※

～2030

ケース 導入時期
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表 35 再生可能エネルギー熱利用の導入先となる公共施設 

（「（１）太陽光発電の公共施設への導入」でケース B 選択時） 

 

 

  

灯油 重油 LPG ガソリン 軽油
バイオマス

利用量
再エネ
導入量

(m2) (年) (GJ) (L) (L) (m3) (L) (L) (GJ) (GJ)
蘭越小学校 学校教育 3,618 1981 1,511 38,600 14 1,889 1,511
蘭越小学校 体育館 学校教育 1,087 1982
小計 1,889 1,511
高齢者生活福祉センターめな 社会福祉 1,127 1991 1,643 126 41,500 142 2,054 1,643
ふれあいプラザ２１ 社会福祉 736 1995 523 4,887 8,597 68 0 0 654 523
高齢者生活福祉センターこんぶ 社会福祉 1,168 2000 2,094 741 52,600 93 2,618 2,094
介護予防拠点センターみなと 社会福祉 466 2003 300 7,450 239 375 300
小計 5,700 4,560

7,589 6,071
本庁舎 庁舎等行政施設 3,332 1985 1,419 1,929 33,000 523 1,774 1,419
保健福祉センター 社会福祉 1,317 2000 597 15,200 26 747 597
山村開発センター 産業 1,305 1978 592 424 14,715 8 740 592
町民センターらぶちゃんホール 社会教育 1,199 2006 253 6,675 0 0 220 0 316 253
総合体育館 社会教育 3,149 1991 833 22,642 5 56 1,042 833
蘭越小学校 学校教育 3,618 1981 1,511 38,600 14 1,889 1,511
蘭越小学校 体育館 学校教育 1,087 1982
昆布小学校 学校教育 1,892 1979 860 23,420 5 1,075 860
学校給食センター 学校教育 775 1999 1,552 38,000 599 1,940 1,552
小計 9,522 7,617
高齢者生活福祉センターめな 社会福祉 1,127 1991 1,643 126 41,500 142 2,054 1,643
ふれあいプラザ２１ 社会福祉 736 1995 523 4,887 8,597 68 0 0 654 523
高齢者コミュニティセンター 社会福祉 354 1982 251 2,349 4,131 33 0 0 314 251
高齢者生活福祉センターこんぶ 社会福祉 1,168 2000 2,094 741 52,600 93 2,618 2,094
介護予防拠点センターみなと 社会福祉 466 2003 300 7,450 239 375 300
高齢者グループホームらんこし 社会福祉 749 2012 532 4,971 8,744 69 0 0 665 532
蘭越歯科診療所 社会福祉 177 1976 202 5,515 253 202
育苗施設（既設棟） 産業 2,520 1996 1,378 35,510 600 1,420 1,722 1,378
育苗施設（新設棟） 産業 1,931 2011
地場産業振興加工センター 産業 427 2013 280 7,640 350 280
交流促進センター雪秩父 産業 840 2015 969 24,720 560 1,212 969
コミュニティプラザ花一会館 社会教育 475 1996 231 5,985 340 289 231
小計 10,506 8,405

20,027 16,022
※緑枠:町内同区分施設の平均床面積あたり消費量を用いて算出
※バイオマス熱利用における再エネ導入量＝バイオマス利用量×ボイラー効率80％

B

2031
～2050

～2030

上に含む

～2030

2031
～2050

A

バイオマス熱利用

上に含む

上に含む

合計

合計

熱消費量※

導入時期 建物名 区分
床面積

ケース
取得
年度
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表 36 再生可能エネルギー熱利用の導入先となる公共施設 

（「（１）太陽光発電の公共施設への導入」でケース C 選択時） 

 

 

 

  

灯油 重油 LPG ガソリン 軽油
バイオマス

利用量
再エネ
導入量

(m2) (年) (GJ) (L) (L) (m3) (L) (L) (GJ) (GJ)

高齢者生活福祉センターめな 社会福祉 1,127 1991 1,643 126 41,500 142 2,054 1,643
蘭越小学校 学校教育 3,618 1981 1,511 38,600 14 1,889 1,511
蘭越小学校 体育館 学校教育 1,087 1982
小計 3,942 3,154
高齢者生活福祉センターこんぶ 社会福祉 1,168 2000 2,094 741 52,600 93 2,618 2,094
育苗施設（既設棟） 産業 2,520 1996 1,378 35,510 600 1,420 1,722 1,378
育苗施設（新設棟） 産業 1,931 2011
小計 4,340 3,472

8,282 6,626
本庁舎 庁舎等行政施設 3,332 1985 1,419 1,929 33,000 523 1,774 1,419
保健福祉センター 社会福祉 1,317 2000 597 15,200 26 747 597
高齢者生活福祉センターめな 社会福祉 1,127 1991 1,643 126 41,500 142 2,054 1,643
ふれあいプラザ２１ 社会福祉 736 1995 523 4,887 8,597 68 0 0 654 523
介護予防拠点センターみなと 社会福祉 466 2003 300 7,450 239 375 300
山村開発センター 産業 1,305 1978 592 424 14,715 8 740 592
町民センターらぶちゃんホール 社会教育 1,199 2006 253 6,675 0 0 220 0 316 253
総合体育館 社会教育 3,149 1991 833 22,642 5 56 1,042 833
蘭越小学校 学校教育 3,618 1981 1,511 38,600 14 1,889 1,511
蘭越小学校 体育館 学校教育 1,087 1982
昆布小学校 学校教育 1,892 1979 860 23,420 5 1,075 860
学校給食センター 学校教育 775 1999 1,552 38,000 599 1,940 1,552
小計 12,604 10,083
高齢者コミュニティセンター 社会福祉 354 1982 251 2,349 4,131 33 0 0 314 251
高齢者生活福祉センターこんぶ 社会福祉 1,168 2000 2,094 741 52,600 93 2,618 2,094
高齢者グループホームらんこし 社会福祉 749 2012 532 4,971 8,744 69 0 0 665 532
蘭越歯科診療所 社会福祉 177 1976 202 5,515 253 202
育苗施設（既設棟） 産業 2,520 1996 1,378 35,510 600 1,420 1,722 1,378
育苗施設（新設棟） 産業 1,931 2011
地場産業振興加工センター 産業 427 2013 280 7,640 350 280
交流促進センター雪秩父 産業 840 2015 969 24,720 560 1,212 969
コミュニティプラザ花一会館 社会教育 475 1996 231 5,985 340 289 231
小計 7,423 5,939

20,027 16,022
※緑枠:町内同区分施設の平均床面積あたり消費量を用いて算出
※バイオマス熱利用における再エネ導入量＝バイオマス利用量×ボイラー効率80％

～2030

B

2031
～2050

～2030

A
2031

～2050

合計

バイオマス熱利用

上に含む

上に含む

上に含む

上に含む

合計

ケース

熱消費量※

区分
床面積

取得
年度導入時期 建物名
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ケース別の再生可能エネルギー導入量は表 37 のとおりです。同じケースでも、「（１）太陽光

発電の公共施設への導入」でのケース選択によって導入量が異なります。本計画では、どちらに

おいてもケースＢを選択した場合の導入量を、個別導入目標として設定しました。 

 
表 37 ケース別再生可能エネルギー導入量（再生可能エネルギー熱利用の公共施設への導入） 

 ～2030 ～2050（累計値） 

ケース A 
A:1,511GJ 
B:1,511GJ 
C:3,154GJ 

A:7,157GJ 
B:6,071GJ 
C:6,626GJ 

ケース B 
A:6,531GJ 
B:7,617GJ 
C:10,083GJ 

16,022GJ 

 



56 

【2030 年度】 

各部門・分野の温室効果ガス排出量のうち、電力由来分について、電力会社の電力排出係数の

低減による削減量を算出しました。現況年度の電力排出係数は、北海道電力(株)の 2020 年度実績

値である 0.549kg-CO2/kWh43を用いました。2030 年度の電力排出係数は、ほくでんグループ経営

ビジョン 2030 における「電気事業低炭素社会協議会の目標（使用電力量あたりの排出係数 0.37kg-

CO2/kWh)以下の水準を目指す44」という目標を踏まえ、0.37kg-CO2/kWh と設定しました。推計

結果を表 38 に示します。 

 
表 38 供給源対策による削減効果（2030 年度） 

単位:千 t-CO2 

部門・分野 
BAU 排出量（2030） 供給源対策後の排出量（2030） 削減効果 

(①-②) ① 電力由来 その他 ② 電力由来 その他 
産業部門 5.6 0.7 4.9 5.4 0.5 4.9 0.2 
業務その他部門 5.1 3.9 1.2 3.8 2.7 1.2 1.3 
家庭部門 9.9 5.2 4.8 8.3 3.5 4.8 1.7 
運輸部門 11.5 0.2 11.3 11.5 0.1 11.3 0.1 
廃棄物分野 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
合計 32.2 10.0 22.2 28.9 6.8 22.2 3.3 

※BAU の電力排出係数 0.549kg-CO2/kWh、供給源対策後の電力排出係数 0.37kg-CO2/kWh 
※温室効果ガス排出量に占める電力由来分の割合として、都道府県別エネルギー消費統計（北海道）におけるエネ

ルギー消費全体に占める電力消費の割合を採用 
 

【2050 年度】 

省エネ対策による削減効果と合わせて算出しました（表 40 参照）。 
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【2030 年度】 

国の取組に準じて省エネ対策を実施することを想定し、国の地球温暖化対策計画における各種

省エネ対策の削減効果を、国と本町の活動量の比率（製造品出荷額、従業者数、人口など）に応

じて按分し、積み上げて、算出しました。推計結果を表 39 に示します。 

 
表 39 省エネ対策による削減効果（2030 年度） 

ガス種及び 
部門・分野 

BAU 排出量 
からの削減量 
（千 t-CO2） 

推計方法（国の地球温暖化対策計画による 
削減効果を本町に按分） 

エ ネ ル ギ ー
起源 CO2 

産業部門 1.6 
全国の業種横断効果（高効率空調、高効率ボイラー、コージェネレ
ーションの導入等）を積み上げ、製造品出荷額で按分 

業務その他 
部門 

2.1 
全国の次世代自動車の普及、燃費改善、道路交通インフラ改善、公
共交通利活用推進等に係る効果を積み上げ、人口で按分 

家庭部門 0.9 
全国の住宅の省エネ化、高効率給湯、高効率照明、トップランナー
製品普及等による効果を積み上げ、人口で按分 

運輸部門 1.0 
全国のオフィス等の省エネ化、業務における高効率給湯、高効率照
明、トップランナー製品普及等による効果を積み上げ、従業者数等
で按分 

計 5.7  

 

 

【2050 年度】 

国の取組に準じて省エネ対策を実施することを想定し、国立環境研究所の分析結果45に従い、各

部門・分野のエネルギー消費量が削減され、エネルギー消費量における電力の割合が増加するこ

とを見込むとともに、供給源対策によって電力消費に係る温室効果ガス排出がゼロになると仮定

し、削減量を算出しました。推計結果を表 40 に示します。 
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表 40 供給源対策・省エネ対策による削減効果（2050 年度） 

ガス種及び 
部門・分野 

2020 から 
の削減量 

（千 t-CO2） 

BAU 排出量 
からの削減量 
（千 t-CO2） 

推計方法（国立環境研究所の国レベル 
の分析結果等を本町に適用） 

エネルギー 
起源 CO2 

産業部門 4.6 1.1 

 業種横断等の各種対策効果により、エネルギー
消費量が 2018 年度比 22％削減 

 産業部門のエネルギー消費における電力の割合
は、2018 年度 22％から 2050 年度 50％に増加
と仮定 

業務その他 
部門 

5.4 3.7 

 エネルギー消費量は 2018 年度比 51％減（2050
年度 LED 普及率:100％、電気 HP:100％、
ZEB:70％（ストックベース）等） 

 業務部門のエネルギー消費における電力の割合
は、空調、給湯の電化促進により、2020 年度
77％から 2050 年度 93％に大幅増加（一部、合
成燃料等利用） 

家庭部門 9.3 6.2 

 エネルギー消費量は 2018 年度比 53％減（2050
年度 LED 普及率:100％、電気 HP:80％、ZEH:
40％（ストックベース）等） 

 家庭部門のエネルギー消費における電力の割合
は、空調、給湯の電化促進により、2018 年度
69％から 2050 年度 74％に大幅増加（都市ガス
10％、石油 16％） 

運輸部門 10.9 7.3 

 下記取組により、運輸部門全体のエネルギー消
費量は 2018 年度比 74％削減 

 貨物自動車:物流効率の改善、燃費・電費向
上、電動自動車（BEV、FCV）普及拡大（電動
自動車保有ベース 2050 年 80％） 

 旅客自動車:業務・通勤移動の低減、燃費・電
費向上、電動自動車（BEV、FCV）普及拡大
（電動自動車保有ベース 2050 年 100％） 

 鉄道:電化路線は排出係数ゼロ 
 電力・水素が占める割合は、2018 年度 2％から

2050 年度 62％と大幅に増加 
合計 30.4 18.3  
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【2030 年度】 

供給源対策による削減効果としては、森林吸収源対策による吸収量、農地土壌炭素吸収源対策

による吸収量、都市緑化等の推進による吸収量が見込まれます。吸収源対策による削減効果は、

表 41 のとおり、合計で 37.4 千 t-CO2 としました。 

 
表 41 吸収源対策による削減効果（2030 年度） 

項目 吸収量 
合計 37.4 千 t-CO2 
 森林吸収源対策による吸収量 31.1 千 t-CO2 

農地土壌炭素吸収源対策による吸収量 6.3 千 t-CO2 
都市緑化等の推進による吸収量 0.017 千 t-CO2 

 

森林の吸収源対策による吸収量は、現状から変化しないと仮定して、31.1 千 t-CO2 としました。

農地土壌炭素吸収源対策による吸収量及び都市緑化等の推進による吸収量は、国の地球温暖化対

策計画における吸収見込量を、前者については国と本町の耕地面積の比率に応じて、後者につい

ては国と本町の宅地面積の比率に応じて按分し、それぞれ 6.3 千 t-CO2、0.017 千 t-CO2 と算出し

ました。 

 

【2050 年度】 

2030 年度と同じく 37.4 千 t-CO2 としました。 
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